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横塚貴将公認会計⼠・税理⼠事務所 ご料⾦表

当事務所では、全ての業務について事前にお⾒積りの上で業務を⾏い、ご請求しております。

事前にお⾒積もりのない業務の実施、ご請求は⼀切致しませんのでご安⼼ください。

お⾒積りにあたっては以下のご料⾦表に沿ってご提⽰しております。

都度相談

案件単位相談

単発の会計・税務相談

相続税申告代⾏

贈与税申告代⾏

所得税確定申告代⾏

2023.11.24 改訂

【個⼈様向け】ファイナンシャルアドバイザー業務

【個⼈・法⼈共通】初回及び単発でのご相談

【個⼈様向け】税務業務

1回 ¥20,000

案件毎 お⾒積りに応じて

1回／90分 ¥33,000

相続毎基本料⾦
遺産総額の1.1％

（ただし最⼩で330,000円）
以下の場合の追加料⾦

 
基本料⾦×10％×（相続⼈の数-1）

¥66,000

¥220,000

¥110,000

申告毎基本料⾦
贈与総額の1.1％

（ただし最⼩で33,000円）
以下の場合の追加料⾦

 
各¥22,000

¥66,000

¥220,000

給与・年⾦のみ／名 ¥55,000

不動産・事業あり／名 ¥110,000

※回毎のお打ち合わせは約90分以内としております
※事前準備及びお打ち合わせ後の資料送付、質問対応（2往復まで）を含みます

※お客様からのご相談内容を元に、上記都度相談のご料⾦×⾒積り時間でご提⽰いたします
※都度相談と異なり、効率的に業務提供が可能となりますので内容が事前に決まられている⽅にはこちらをお勧めいたします

※法⼈税・消費税・事業税・償却資産税・相続税・贈与税における精緻な税⾦計算を含むご相談及び、顧問契約に関する予備調査に適⽤いたします
※上記以外（所得税及び個⼈での⼀般的なお⾦に関するご相談等）については、ファイナンシャルプランニングにおける相談業務をご利⽤ください

※遺産総額は各種特例による控除額、債務の額を除く正の財産の総額により決定いたします。

※遺産総額は各種特例による控除額、債務の額を除く正の財産の総額により決定いたします。

※なお税務顧問契約の予備調査としてご依頼いただいた場合、顧問契約成⽴に⾄った場合は初⽉の顧問料から差し引かせていただきます

相続⼈が複数⼈いる場合（2名以上の場合）

⼟地（１利⽤区分につき）

⾮上場株式

税理⼠法第33条の2に規定する書⾯添付制度

相続時精算課税制度

教育資⾦⼀括贈与を受けた場合の⾮課税制度
結婚・⼦育て資⾦⼀括贈与を受けた場合の⾮課税制度

住宅取得等資⾦贈与を受けた場合の⾮課税制度

⼟地（１利⽤区分につき）

⾮上場株式

※記帳代⾏・税務顧問業務が必要な場合は別途費⽤にて承ります（法⼈のお客様向けを参照ください）
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【法⼈様向け】会計・税務・内部統制アドバイザリー業務
会計・税務顧問

内部統制構築・評価⽀援（J-SOX含む）

会計監査

以下は、会計・税務顧問先様向けの料⾦表となります

記帳代⾏

法⼈税 決算/申告代⾏

消費税申告代⾏

償却資産税申告代⾏

事業所税申告

代⾏料⾦

（含む⾃計化＆経営⽀援）

(⽉額料⾦）

(⽉額料⾦）

お打合せ／毎⽉ ¥110,000

お打合せ／毎四半期 ¥55,000

お打合せ／年1 ⼗分な業務提供が難しいためお受けしておりません

ご要望による追加打合せ／回 ¥33,000

時間あたり ¥15,000

年間 別途お⾒積り

⽉200件未満 ¥20,000

⽉200件以上 別途お⾒積り

年間 ¥300,000〜¥400,000

原則課税 ¥33,000

簡易課税 ¥22,000

（以下別途料⾦）
還付申告

¥33,000

棚卸資産調整 ¥11,000

課税売上割合の著変動 ¥11,000

以下の場合の追加料⾦
 

¥33,000

1市区町村 ¥11,000

箇所あたり ¥22,000

全部事項証明の取得（取得枚数あたり） ¥1,000

不動産登記情報の取得（取得回数あたり） ¥700

その他代⾏ 別途お⾒積り

※顧問料は売上⾼及び業務の性質に応じてご契約時に上記よりお⾒積りいたします
※お打合せは各回約90分以内としております（弊事務所の判断により延⻑・開催する場合の追加料⾦はございません）
※東京都区内でのお打合せ・往査等の場合は交通費は頂戴しませんが、それ以外の場合は実費を申し受けます
※顧問料には経営に関する助⾔、資料準備、システム設定の⼀切を含み、その他当料⾦表で別記のない項⽬をご請求することはありません
※クラウド型会計ソフトをすでにご契約・ご利⽤の場合を除き、クラウド型会計ソフトの導⼊をお願いしております
※クラウドサービス利⽤料は⽉額3,980円（年払いの場合は年間35,760円）であり、請求書発⾏をクラウド化する場合は別途⽉額400円及び請求書1通あたり180円が実費にて発⽣
いたします。（新規でご利⽤開始される場合の利⽤サービスはマネーフォワード会計となり、マネーフォワード社との直接契約となります。既にお使いのツール・ソフトウェアがあ
る場合はお切り替え頂く必要はありません）

※事前に業務内容等をインタビューの後、概算での業務⼯数⾒積りをご提供可能です
※アシュアランス業務は⾏なっておりません

※会社規模及び法定・任意監査の別により異なりますので、個別にお⾒積りでの対応といたします
※独⽴性の観点から他メニューと同時のお引き受けはいたしかねます

※紙⾯にて受領したレシート・請求書等をスマートフォン等にて写真撮影いただける前提でのご料⾦となります

※料⾦は売上⾼及び業務の性質に応じてご契約時に上記よりお⾒積りいたします

※お客様ご⾃⾝にてご準備される場合にはご請求はありません

（各代⾏業務のみでのお引き受けはしておりません）

・個別対応⽅式

【共通】その他事務作業代⾏費（こちらのみでのお引き受けはしておりません）


